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今号の主な内容▶4・5面：特集　「Kiyose花のある公園プロジェクト」基本計画＆みんなの夢マップを作成しました／8面：新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナウイルス感染症関連情報は 8 面 を ご覧ください。

ごみの指定収集袋を全世帯に無料配布します

　6月1日より指定収集袋の料金が改正となり、指定収集袋取扱店では新
しい指定収集袋の金額（下表参照）での販売及び差額券の販売が行われま
す。しかしながら、このたび市から現行の指定収集袋の無料配布を行うこ
とから、令和2年9月30日㈬まで差額券シールを貼付しなくても現行の指
定収集袋での排出を可能とします。
　なお、現行の指定収集袋は新規製造が行えず、販売店での販売は5月31

日㈰までとなりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
　10月1日㈭以降に現行の指定収集袋を使用する場合には、差額券シール
を袋へ貼り付けることが必要となります（下記参照）ので、ご自宅での在
庫管理をお願いします。また、現行の指定収集袋は返品や新しい指定収集
袋への交換はできませんので、必要以上の大量購入はしないようお願いし
ます。 問ごみ減量推進課ごみ減量推進係☎042-493-3750

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済の停滞や休業等による収入の減少などへの対策として
市が現行の指定収集袋を買い取り、5月中旬ごろから順次戸別配布します。多少時間がかかる場合がありま
すので、ご了承ください。

使 用 期 限

9月30日㈬
※期限後は差額券が必要です。

1 世 帯 当 た り

60枚 可燃ごみ用中袋30枚
不燃ごみ用中袋10枚
容器包装プラスチック
用中袋20枚

Q.10月前に指定収集袋がなくなってしまった場合はどうす
　ればいいですか？

A.新しい指定収集袋の購入をお願いします（下記参照）。

Q. 家にある現行の指定収集袋を使用してもいいですか？

A.9月30日㈬まではそのままご利用になれます。10月1日㈭
　以降は差額券シールが必要となります（下記参照）。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、使用したマスクやティッシュは、透明または半
透明のビニール袋などに入れ、しっかり縛って封を
したうえで市指定の燃やせるごみの袋に入れて出し
てください。大切なご家族だけでなく、ごみを扱う
市の職員や廃棄物処理業者の感染予防につながりま
す。ご協力のほど、よろしくお願いします。
 問ごみ減量推進課ごみ減量推進係☎042-493-3750

新型コロナウイルスの感染予防のためのマスクとティッシュの捨て方
①ごみに直接触れない
　ごみ箱にあらかじめ袋を
かぶせ、マスクやティッシ
ュなどでいっ
ぱいになる前
に早めに縛っ
て封をしまし
ょう。

②ごみ袋はしっかり縛って封をする
　万が一ごみ袋のなかに入れたマス
クなどがごみ袋
の外側に触れた
場合、二重にし
てごみ袋に入れ
ましょう。

　石鹸を使い、流水でしっ
かり洗い流しましょう。

③ごみを捨てた後は手を洗う

10月1日㈭以降の使用には、 　　　　　の
　　  と　　　　　　  が必要です。

差額券シール
購入 袋への貼り付け
※容器包装プラスチック用は手数料に変更がないため、差額券シールは不要です。

◆現行の可燃ごみ用・不燃ごみ用指定収集袋
　の取り扱い種類 現行 改正後 1枚あたり

の差額

可燃
ごみ用

ミニ袋　（２０枚）　１組 １4０円 ２００円 ＋3円
小袋　　（１０枚）　１組 １００円 ２００円 ＋１０円
中袋　　（１０枚）　１組 ２００円 4００円 ＋２０円
大袋　　（１０枚）　１組 4００円 8００円 ＋4０円

不燃
ごみ用

ミニ袋　（２０枚）　１組 １4０円 廃止※1 ※1
小袋　　（１０枚）　１組 １００円 ２００円 ＋１０円
中袋　　（１０枚）　１組 ２００円 4００円 ＋２０円
大袋　　（１０枚）　１組 4００円 8００円 ＋4０円

容器包装
プラスチ
ック用

ミニ袋　（２０枚）　１組 １4０円 廃止※2

±０円
小袋　　（１０枚）　１組 １００円

変更
なし中袋　　（１０枚）　１組 ２００円

大袋　　（１０枚）　１組 4００円
※１不燃ごみ用ミニ袋は１０月以降、現行の指定収集袋に3円分の差
額券シール1枚を貼ることで使用できます。
※２容器包装プラスチック用ミニ袋は、１０月以降も現行の指定収集
袋をそのまま使用できます（差額券シールは不要です）。

◆指定収集袋の手数料
新しい指定収集袋及び現行の指定収集袋の10月1日以降の取り扱いについて

◆差額券シール
「差額券シール」の種類・価格

種類 価格
ミニ袋用3円券　（２０枚）　１組 6０円
小・中・大袋用１０円券　（１０枚）　１組 １００円

種類ごとの「差額券シール」の必要枚数
種類 必要枚数 種類 必要枚数
ミニ 3円券×1枚 中 １０円券×2枚
小 １０円券×1枚 大 １０円券×4枚

◆販売場所
　新しい指定収集袋及び差額券シール
は、これまでの販売店で購入できます。
なお、市役所市民課、各地域市民セン
ター、コミュニティプラザひまわり、
ごみ減量推進課、一部の販売店では、
差額券シールの 1組での販売に加え
て、1枚単位での販売も行います。


